
　【問い合わせ先】教育ローンコールセンター ( ナビダイヤル☎０５７０ー００８６５６)

融資額

３００万円

２００万円

１００万円

返済期間
毎月の返済額

年２．１５％ 年１．７５％
　５年 (５９回払 )
１０年 (１１９回払 )
１５年 (１７９回払 )
　５年 (５９回払 )
１０年 (１１９回払 )
１５年 (１７９回払 )
　５年 (５９回払 )
１０年 (１１９回払 )
１５年 (１７９回払 )

 53,200 円
27,500 円
19,100 円
35,500 円
18,400 円
12,800 円
17,800 円
9,200 円
6,400 円

53,700 円
28,100 円
19,700 円
35,800 円
18,700 円
13,100 円
17,900 円
9,400 円
6,600 円

返済期間

　５年
１０年
１５年

保証料（総額）

元金据置
期間なし

元金据置
期間２年

元金据置
期間４年
47,492 円
94,453 円
142,398 円

40,707 円
80,960 円
122,055 円

33,923 円
67,467 円
101,713 円

項　目

所得制限

返済期間

貸付利率

( 参　　考 )　　現　　行 特　例　措　置　の　内　容

貸 付 限 度 額 学生・生徒１人あたり３００万円

子どもの人数に応じて、世帯年収 ( 所得 ) が以
下の金額以内
　子ども１人世帯７９０(５９０) 万円
　　　　２人世帯８９０(６８０) 万円
　　　　３人世帯９９０(７７０) 万円
　※４人世帯以降は、一定額を上乗せ

１５年以内

２.５５％( 母子家庭は２.１５％)

子ども１人世帯および２人世帯の世帯年収 ( 所
得 ) 上限額を引き上げ
　子ども１人世帯
　　　　２人世帯
　※３人世帯以降は現行どおり

１８年以内に延長

２.１５％( 母子家庭は１.７５％) に引き上げ

高校、短大、大学・大学院、専門学校、各種学校、予備校、職業能力開発校、海外の高校・大学など

入学・在学のために必要となる１年間分の教育費
( 入学金、授業料、施設設備費、受験にかかった費用、アパートなどの敷金・家賃、通学費
用、教科書代、学習用品費、学生の国民年金保険料など )

公益財団法人教育資金融資保証基金

融資の対象になる教育施設

使　い　み　ち

保　　　　　　証

９９０(７７０) 万円｝

融資額

３００万円
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6,400 円

53,700 円
28,100 円
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子どもの人数に応じて、世帯年収 ( 所得 ) が以
下の金額以内
　子ども１人世帯７９０(５９０) 万円
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　　　　３人世帯９９０(７７０) 万円
　※４人世帯以降は、一定額を上乗せ

１５年以内

２.５５％( 母子家庭は２.１５％)

子ども１人世帯および２人世帯の世帯年収 ( 所
得 ) 上限額を引き上げ
　子ども１人世帯
　　　　２人世帯
　※３人世帯以降は現行どおり

１８年以内に延長

２.１５％( 母子家庭は１.７５％) に引き上げ

高校、短大、大学・大学院、専門学校、各種学校、予備校、職業能力開発校、海外の高校・大学など

入学・在学のために必要となる１年間分の教育費
( 入学金、授業料、施設設備費、受験にかかった費用、アパートなどの敷金・家賃、通学費
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子どもの人数に応じて、世帯年収 ( 所得 ) が以
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　子ども１人世帯７９０(５９０) 万円
　　　　２人世帯８９０(６８０) 万円
　　　　３人世帯９９０(７７０) 万円
　※４人世帯以降は、一定額を上乗せ

１５年以内

２.５５％( 母子家庭は２.１５％)

子ども１人世帯および２人世帯の世帯年収 ( 所
得 ) 上限額を引き上げ
　子ども１人世帯
　　　　２人世帯
　※３人世帯以降は現行どおり

１８年以内に延長

２.１５％( 母子家庭は１.７５％) に引き上げ

高校、短大、大学・大学院、専門学校、各種学校、予備校、職業能力開発校、海外の高校・大学など

入学・在学のために必要となる１年間分の教育費
( 入学金、授業料、施設設備費、受験にかかった費用、アパートなどの敷金・家賃、通学費
用、教科書代、学習用品費、学生の国民年金保険料など )

公益財団法人教育資金融資保証基金

融資の対象になる教育施設

使　い　み　ち

保　　　　　　証

９９０(７７０) 万円｝

２月１５日号

No.883

information

平成２４年 

お知らせ版

　日本政策金融公庫では、子どもの教育資金を必要とする人向けに、教育貸付を取り扱っており、東日

本大震災で被災した皆さんに「災害特例措置」を実施しています。

　り災証明書などを受けた人を対象に、次の災害特例措置を実施します。

※１．取扱期間　３月３１日（土）まで

※２．貸付利率の引き下げは、昨年３月１１日以降の融資実行分についての取り扱いになります。

※審査の結果、お客様の要望に添えない場合があります。

（保証料）

保証料の目安 ( 融資額１００万円あたり )

（返済額）

返済額 ( 年２. １５％および年１. ７５％ ( 母子家

庭 )、昨年１１月１０日現在 ) の目安

【その他の制度概要】

教育ローンを拡充しています

日本政策金融公庫からのお知らせ日本政策金融公庫からのお知らせ



２０１２年（平成２４年）　２月１５日号　②

水道料金・　　
メーター使用料
34,399 万円
（90.4％）

減価償却費
14,337 万円
（23.6％） 企業債利息

7,167 万円（11.8％）

その他の支出
3,888 万円
（6.4％）

他会計補助金
2,604 万円（6.9％）

分岐手数料など
454 万円（1.2％）

その他の収入
584 万円（1.5％）

収
入

収
入

支
出

支
出

東日本大震災に
よる施設被害
21,953 万円
（36.2％）

人件費
6,551 万円（10.8％）

修繕費
2,939 万円
（4.9％）

動力費
2,054 万円
（3.4％）

委託料
1,755 万円
（2.9％）

収
入

収
入

支
出

支
出

企業債
17,110 万円
（87.2％）

他会計補助金
1,655 万円
（8.4％） 工事補償金など

853 万円（4.4％）

建設改良費
18,939 万円
（47.5％）

企業債元金償還金
20,925 万円
（52.5％）

収益的収支 資本的収支収益的収支 資本的収支

総収入３８,０４１万円

－総支出６０,６４４万円＝△２２,６０３万円（純損失）

不足する額
20,246 万円

建設改良費
18,939 万円
（47.5％）

企業債元金償還金
20,925 万円
（52.5％）

水道料金・　　
メーター使用料
34,399 万円
（90.4％）

減価償却費
14,337 万円
（23.6％） 企業債利息

7,167 万円（11.8％）

その他の支出
3,888 万円
（6.4％）

他会計補助金
2,604 万円（6.9％）

分岐手数料など
454 万円（1.2％）

その他の収入
584 万円（1.5％）

収
入

収
入

支
出

支
出

東日本大震災に
よる施設被害
21,953 万円
（36.2％）

人件費
6,551 万円（10.8％）

修繕費
2,939 万円
（4.9％）

動力費
2,054 万円
（3.4％）

委託料
1,755 万円
（2.9％）

収
入

収
入

支
出

支
出

企業債
17,110 万円
（87.2％）

他会計補助金
1,655 万円
（8.4％） 工事補償金など

853 万円（4.4％）

建設改良費
18,939 万円
（47.5％）

企業債元金償還金
20,925 万円
（52.5％）

収益的収支 資本的収支収益的収支 資本的収支

総収入３８,０４１万円

－総支出６０,６４４万円＝△２２,６０３万円（純損失）

不足する額
20,246 万円

建設改良費
18,939 万円
（47.5％）

企業債元金償還金
20,925 万円
（52.5％）

　

収
入
は
、
前
年
度
よ
り
約
七
千
三
百
十
八
万
円
少
な

い
約
三
億
八
千
四
十
一
万
円
に
な
り
ま
し
た
。
減
少
の

主
な
要
因
は
、
二
月
分
水
道
料
金
の
デ
ー
タ
消
失
に
よ

り
、
給
水
収
益
に
計
上
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
、
三
月

分
水
道
料
金
を
請
求
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

支
出
は
、
前
年
度
よ
り
約
一
億
九
千
九
百
四
十
四
万

円
多
い
約
六
億
六
百
四
十
四
万
円
に
な
り
ま
し
た
。
増

加
の
主
な
要
因
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
施
設
被
害

額
二
億
千
九
百
五
十
三
万
円
を
特
別
損
失
に
計
上
し
た

こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　

こ
の
結
果
、
純
損
失
は
約
二
億
二
千
六
百
三
万
円
に

な
り
ま
し
た
。

　

収
入
は
主
に
企
業
債
で
、
新
た
に
一
億
七
千
百
十
万

円

を

借

り

入

れ

ま

し

た
。

年

度

末

残

高

は

約

二
十
三
億
八
千
四
百
九
十
一
万
円
で
す
。

　

支
出
は
、
建
設
改
良
費
と
企
業
債
元
金
償
還
金
で
す
。

主
な
工
事
は
第
八
次
拡
張
事
業
と
し
て
、
矢
作
水
源
地

と
気
仙
配
水
池
の
電
気
機
械
計
装
設
備
工
事
や
荒
川
地

区
の
配
水
管
布
設
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
テ
レ

メ
ー
タ
ー
装
置
、
水
位
計
、
流
量
計
な
ど
の
更
新
工
事

を
実
施
し
ま
し
た
。

　

収
入
の
不
足
分
は
、
減
価
償
却
費
や
前
年
度
純
収
益

な
ど
で
補
て
ん
し
ま
し
た
。

　平成２２年度の水道事業会計決算の状況をお知らせします。水道事業は、公営企業 ( ※１) として、

市の会計から独立した経理処理をしており、事業運営を行うための「収益的収入・支出」( ※２) と、

建設工事を行うための「資本的収入・支出」( ※３) に分かれています。

平成２２年度の減価償却などで補てんする額……15,588 万円

前年度の純利益…………………………………4,658 万円

水道事業の決算状況を報告

収
益
的
収
支

（
水
道
事
業
の
運
営
に
関
す
る
も
の
）

資
本
的
収
支

（
建
設
改
良
工
事
に
関
す
る
も
の
）



③

Ｑ：水道から白い水が出る。

Ａ：水が白い場合、透明な容器に

そそぎ、しばらく放置してみてく

ださい。沈でん物がなく、下から

透明になっていく場合、水道水中

の空気が細かい気泡となり、白く

見えたと考えられます。この場合、

飲用に差し支えありません。

Ｑ：水道から赤い水が出る。

Ａ：赤い水は、鉄管（亜鉛鋼管）

の腐食や、水道管の工事などのた

め水の流れが変わったことにより

出る場合があります。赤さびであ

る水酸化第一鉄、水酸化第二鉄は

健康にほとんど影響がありません。

赤さびは水道水に着色障害をあた

えるとともに、金属味、苦味など

の不快な味を与えます。バケツ一

杯程度流して透明になるようであ

れば飲用に差し支えありません。

Ｑ：津波の水道水への影響は？

Ａ：水道水には、国により安全性

を十分考慮した水道水質基準が定

められており、水道事業者にその

遵守と検査が義務付けられていま

す。

　津波により水源が被害を受けた

ことから、今後しばらくは、味に

変化が出たり、洗濯時の泡立ちが

悪くなることがありますが、飲用

として健康に全く影響がありませ

んので安心してご使用ください。

・配水管布設工事（荒川工区）…………………………5,859 万円

・矢作水源地・気仙配水池電気機械計装設備工事……3,786 万円

・テレメーター子局装置更新工事………………………1,890 万円

・配水管布設替工事（六ケ浦工区）……………………1,568 万円

・配水管布設替工事（二日市工区）………………………945 万円

・配水管布設替工事（要谷・福伏工区）…………………924 万円

・竹駒第１水源地取水ポンプ No.2 電動弁更新工事……693 万円

・汚水管渠枝線工事（丑沢工区その１、その２）に伴う配水管移設工事…680 万円

・水位計、流量計更新工事 ………………………………523 万円

　長期不在の場合や冬期間の凍

結・漏水防止のために、不凍水

抜栓を閉める際に、中途半端に

開閉すると、水が地下に流れ続

ける場合があります。開閉する

際は、水抜栓のハンドルが止ま

るまで回してください。

　市水道の配管と自家水の配管を接続するこ

とは、水道法で禁止されています。万一、自

家水が病原菌などに汚染されていると、水道

の本管を通り広範囲に伝染する危険がありま

すので、絶対にやめましょう。

○水道の使用開始や中止など

の手続き、水道料金に関する

こと

業務係（内線２４２・２４３）

○漏水事故や水道工事、水質

管理に関すること

工 務 給 水 係（ 内 線 ２ ４ ０・

２４１）

【
用
語
解
説
】

※
１　

公
営
企
業
＝
行
政
で
運

営
す
る
事
業
の
う
ち
、
企
業
会

計
で
独
立
し
て
運
営
さ
れ
る
も

の
。
公
立
病
院
や
公
営
市
場
な

ど
を
行
っ
て
い
る
自
治
体
も
あ

り
ま
す
。

※
２　

収
益
的
収
入
・
支
出
＝

水
道
料
金
な
ど
の
収
入
と
、
水

道
水
を
作
り
届
け
る
た
め
の
費

用
。

※
３　

資
本
的
収
入
・
支
出
＝

国
か
ら
の
借
入
金
や
そ
の
返
済

費
用
、
建
設
事
業
に
か
か
る
費

用
。

※
４　

減
価
償
却
費
＝
水
道
施

設
の
価
値
が
時
間
を
経
て
減
少

す
る
と
仮
定
し
、
そ
の
減
少
分

を
耐
用
年
数
に
基
づ
き
費
用
化

し
た
も
の
。

（
現
金
の
支
出
が
伴
わ
な
い
費

用
）

安全・安心・安定 たかたの水道

よくある質問Ｑ＆Ａ
平成２２年度の主な建設改良事業

不 凍 水 抜 栓 の 操 作

水道に関する問い合わせは

不 凍 水 抜 栓 の 操 作

よくある質問Ｑ＆Ａ

市水道と自家水の配管の

接続は禁止されています！

市水道と自家水の配管の

接続は禁止されています！

市水道と自家水の配管の

接続は禁止されています！



２０１２年（平成２４年）　２月１５日号　④

　【問い合わせ先】健康推進課保健係 ( 内線２３２）

H22

H23
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異常なし

要指導

要医療

血圧

悪玉コレステロール

ヘモグロビン Alc

5.8％ 38.6％ 55.6％

6.9％ 37.1％ 56.0％
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H22

H23

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

異常なし

要指導

要医療

血圧

悪玉コレステロール

ヘモグロビン Alc

5.8％ 38.6％ 55.6％

6.9％ 37.1％ 56.0％

60.0％

40.0％

20.0％

0.0％
H22 H23

47.3％43.7％41.0％
48.8％ 48.2％

21.1％

　１０・１２月に行われた特定健康診査 ( 被災者健診 ) の結果を配布しています。「健康診断結果個人票」

の結果は、健診時の「健康状態」を反映しています。「健康診断結果個人票」をよく読み、日頃の生活習

慣を見直しながら、これからの生活に活かして“健康を高める”工夫をしていきましょう。

　４，８５９人の受診者の総合判定の内訳は、「異常なし ( 判定Ａ１・Ａ２)」３３３人、「要指導 ( 判定 B)」１，

８０４人、「要医療 ( 判定Ｃ )」２，７２２人という結果でした。( グラフ１参照 )

　「要医療 ( 判定Ｃ ) や要指導 ( 判定Ｂ )」の割合が多く、健康状態に何らかの不安を抱えている人が多い

と考えられます。また、検査項目ごとに見ると、血圧や脂質検査、糖代謝検査の項目で軽度および異常

所見がある人が多くなっています。（グラフ２参照）

　昨年３月から８月にかけて、各避難所や仮設住宅で血圧測定した結果によると、最高血圧の平均値が

正常な値 ( １４０ｍｍＨｇ以下 ) に比べ、約１０～２０ｍｍＨｇ以上高くなっており、夏場でも最高血圧

値が低下していません。震災による生活環境の変化が「心的ストレス」となり、血圧値に影響している

と考えられます。

　高血圧の状態が長く続くと、血管の老化 ( 動脈硬化 ) が早く進み、血管が詰まったり破れやすくなったり、

脳卒中や心臓病を引き起こしやすくなります。血圧の高い人は、主治医などに相談をし、必ず服薬など

の治療を受け、血圧値を安定させることが大切です。

　血圧とは、血液が血管を流れるときに血管にかかる“圧力”をいいます。高血圧を予防する生活として、

①塩分は控えめに：薄味で調味料は少なめに

②肥満を解消する：腹８分目にし、カロリーを制限

③果物や野菜をとる：カリウムやマグネシウムは減塩効果を高める

④アルコールは控えめに：１回１合、週２回の休肝日

⑤十分な睡眠とストレスをためない

⑥適度な運動を：１日３０分程度の軽い運動を

⑦定期的に血圧を測る

　手足がしびれたり、力が入らなかったり、言葉がうまく出ないなどの症状は脳卒中の前ぶれですので、

迷わず医療機関を受診しましょう。

　血圧値は、測る時間や季節、体調に大きく左右されます。普段の自分の血圧値を知って、生活習慣を

少しずつ改善していくことが大切です。

健診結果を活かして健康づくりをしましょう！！

●特定健康診査（被災者健診）の結果

●震災後、血圧値の高い人が多くなっています

●「高血圧を予防する」生活を心がけましょう

健診結果を活かして健康づくりをしましょう！！

＜グラフ１　総合判定結果の割合＞

＜グラフ２　有所見 ( 判定ｂ・ｃ ) 内訳＞



⑤

　【問い合わせ先】市民環境課環境安全係 ( 内線１３０)、保育所 ( 園 ) は社会福祉課 ( 内線２０１)、小・
　　　　　　　　 中学校は学校教育課 ( 内線３１４)
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生出コミセン

二又診療所

飯森公民館

横田コミセン

最終処分場

竹駒コミセン

市役所庁舎前

サンビレッジ

モビリア

矢作保育所

下矢作保育園

横田保育園

竹駒保育園

長部保育所

高田保育所

米崎保育園

小友保育所

広田保育園

矢作小学校

気仙中学校

横田小学校

横田中学校

竹駒小学校

長部小学校

高田小学校

第一中学校

米崎小学校

小友小学校

小友中学校

広田小学校

広田中学校

玄関右脇雨樋

玄関前

玄関左側雨樋

西側倉庫北西角雨樋

埋設場所

正面西側軒下

南側１号棟出入口

玄関右側軒下

センターハウス左側雨樋

遊戯室前雨樋

玄関前雨樋

園庭

玄関前

園出入口排水口

すみれ軒下

砂場付近

運動場中央

園庭中央

遊具付近

旧矢作小学校グラウンド

遊具付近

仮設グラウンド

遊具付近

遊具付近

グラウンド

南側仮設グラウンド

仮設グラウンド

グラウンド

グラウンド (テニスコート )

校舎前

グラウンド

５㎝ ５０㎝ １００㎝
測定月日 測 定 場 所 場　所（詳細） 備　考

測　定　結　果

旧米崎保育園

期　　　　日 相　談　会　場 期　　　　日 相　談　会　場

２月２１日（火）１１：３０～１３：３０

２月２２日（水）１１：３０～１３：３０

２月２３日（木）１１：３０～１３：３０

２月２７日（月）１１：３０～１３：３０

２月２８日（火）１１：３０～１３：３０

２月２９日（水）１１：３０～１３：３０

広田コミセン

竹駒コミセン

鳴石が丘公民館

第一中学校仮設団地

細根沢地区仮設団地

竹駒小学校仮設団地

広田コミセン

横田小学校仮設団地

米崎中学校仮設団地

３月１日（木）１１：３０～１３：３０

３月２日（金）正午～１３：３０

３月５日（月）１１：３０～１３：３０

３月６日（火）１１：３０～１３：３０

３月７日（水）１１：３０～１３：３０
３月８日（木）１１：３０～１３：３０

３月９日（金）１１：３０～１３：３０

矢作小学校仮設団地

サンビレッジ高田

鳴石が丘公民館

広田コミセン

滝の里北側仮設団地

細根沢地区仮設団地

佐野地区仮設団地

モビリア

竹駒コミセン

　国の安全基準の目安（地上１m で毎時１マイクロシーベルト）を、すべての地点で下回っています。

　※市の基準は、すべての高さで毎時１マイクロシーベルト

　※当面の間、毎月１回これらの地点で継続して測定していきます。

（単位：μ㏜／時）

■放射能測定結果一覧（１月分）

岩手労働局　就職支援ナビゲーター出張相談



２０１２年（平成２４年）　２月１５日号　⑥

　

自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
で

は
、
自
衛
官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▽
募
集
要
項

【
一
般
幹
部
候
補
生
】

▽
受
付
期
間　

四
月
二
十
七
日(

金)

ま
で

▽
概
要　

陸
海
空
の
幹
部
自
衛
官

を
養
成
す
る
コ
ー
ス

▽
受
験
資
格　

二
十
歳
以
上

二
十
六
歳
未
満
の
者(

二
十
二
歳

未
満
の
者
は
大
卒(

見
込
含))

※

年
齢
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

現
在)

▽
試
験
日　

五
月
十
二
日(

土)

▽
採
用　

平
成
二
十
五
年
三
月
下

旬
～
四
月
上
旬

【
予
備
自
衛
官
補
】

▽
申
込
締
切　

四
月
四
日(

水)

▽
概
要　

仕
事
を
し
な
が
ら
「
予

備
自
衛
官
」
を
公
募
す
る
制
度

▽
受
験
資
格

①
予
備
自
衛
官
補(

一
般)

十
八

歳
以
上
三
十
四
歳
未
満
の
者(

平

成
二
十
四
年
七
月
一
日
現
在)

②
予
備
自
衛
官
補(

技
能)　

十
八

歳
以
上
で
看
護
師
等
国
家
資
格
等

を
有
す
る
者(

資
格
な
ど
に
よ
り

五
十
三
歳
未
満
～
五
十
五
歳
未
満

の
者)(

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

現
在)

▽
試
験
日　

四
月
十
三
日(

金)

～
十
六
日(

月)

の
う
ち
指
定
さ

れ
た
一
日

▽
採
用　

本
年
七
月
以
降

　

詳
し
く
は
、
岩
手
地
方
協
力
本
部

釜
石
地
域
事
務
所(

☎
０
１
９
３

ー
２
３
ー
７
８
５
４)

ま
で
。

　

二
月
中
旬
に
世
帯
ご
と
に
各
種

検
診
申
込
書
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
記
入
欄
に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
市
健
康
推
進
課
に
持
参

す
る
か
、
返
信
用
封
筒
に
入
れ
て

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
健

診
申
込
書
は
、
受
診
対
象
者
の
み

に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
健
康
推
進
課
保
健

係(

内
線
２
３
０
・
２
３
２)

ま
で
。

　

福
島
県
で
、
民
家
で
使
用
さ
れ

た
ま
き
ス
ト
ー
ブ
の
灰
か
ら
、
高

濃
度
の
放
射
線
セ
シ
ウ
ム
が
検
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

安
全
確
保
の
た
め
焼
却
灰
を
次

の
と
お
り
取
り
扱
い
願
い
ま
す
。

①　

ま
き
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
焼
却

灰
と
そ
の
他
の
ご
み
を
混
ぜ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

②　

ま
き
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
焼
却

灰
は
畑
な
ど
へ
の
散
布
、
販
売
な

ど
、
灰
の
発
生
場
所
か
ら
む
や
み

に
移
動
さ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

③　

ま
き
ス
ト
ー
ブ
の
焼
却
灰
は

ご
み
集
積
所
に
は
出
さ
ず
に
、
透

明
の
袋
に
入
れ
て
、
清
掃
セ
ン
タ

ー
の
指
定
場
所
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

④　

い
ず
れ
の
場
合
も
、
飛
散
や

流
出
し
な
い
よ
う
に
袋
に
入
れ
て

保
管
、
運
搬
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
環
境

安
全
係(

内
線
１
３
０)

ま
で
。

　

気
仙
地
区
雇
用
開
発
協
会
で

は
、
高
校
生
が
、
気
仙
管
内
の
企

業
の
仕
事
や
産
業
の
仕
組
み
に
つ

い
て
学
習
す
る
「
企
業
研
究
会

じ
ょ
ぶ
☆
な
び
☆
広
場
」
を
開
催

し
ま
す
。

▽
日
時　

三
月
九
日(
金)

午
後

一
時
～
午
後
四
時
三
十
分

▽
場
所　

大
船
渡
地
区
合
同
庁
舎

▽
参
加
対
象　

高
校
二
年
生(
特

別
支
援
学
校
高
等
部
生
徒
を
含
む)

▽
内
容　

参
加
企
業
が
、
自
社
の

企
業
概
要
、
特
徴
、
仕
事
内
容
、

必
要
と
す
る
資
格
な
ど
に
つ
い

て
、
説
明
を
行
い
ま
す
。

▽
参
加
企
業　

気
仙
管
内
の
企

業
・
事
業
所

▽
参
加
料　

無
料

▽
申
込
方
法　

参
加
者
の
氏
名
、

学
校
名
を
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

で
、
三
月
五
日(

月)

ま
で
に
ジ

ョ
ブ
カ
フ
ェ
気
仙
に
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
気

仙(

☎
２
１
ー
３
４
５
６
、
フ
ァ

ク
ス
２
６
ー
１
５
５
１)

　

動
物
炉
の
点
検
修
理
の
た
め
動

物
の
火
葬
業
務
を
休
止
し
ま
す
。

▽
休
止
期
間　

二
月
十
五
日(

水)

～
二
月
二
十
日(

月)

　

詳
し
く
は
、
市
民
環
境
課
環
境

安
全
係(

内
線
１
３
０)

ま
で
。

　

県
土
地
家
屋
調
査
士
会
で
は
、

土
地
・
建
物
な
ど
の
無
料
相
談
会

(

事
前
予
約
制)

を
開
催
し
ま
す
。

▽
内
容　

土
地
・
建
物
の
無
料
表

示
登
記
相
談(

土
地
の
測
量
、
分

筆
、
地
目
変
更
、
地
籍
更
正
な
ど

の
相
談)

▽
日
時　

二
月
十
五
日(

水)

、

二
十
二
日(

水)

、
二
十
九
日(

水

)

の
午
後
一
時
～
三
時

▽
会
場　

鳴
石
団
地
公
園
内
プ
レ
ハ
ブ

　

詳
し
く
は
、
県
土
地
家
屋
調

査
士
会
事
務
局(

☎
０
１
９
ー

６
２
２
ー
１
２
７
６)

ま
で
。

　

森
林(

保
安
林
を
除
く)

を
伐

採
す
る
と
き
は
、
事
前
に
市
に
伐

採
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
保
安
林
を
伐
採
す
る
場

合
は
、
事
前
に
県
知
事
の
許
可
が

必
要
で
す
。

▽
森
林
伐
採
の
留
意
事
項

・
森
林
施
業
の
た
め
で
も
、主
伐
・
間

伐
を
問
わ
ず
届
け
出
が
必
要
で
す
。

・
伐
採
開
始
日
の
三
十
日
か
ら
九
十

日
前
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
無
届
伐
採
は
、
行
政
指
導
や
罰

則
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
農
林
課
林
政
係(

内
線
２
８
３)

ま
で
。

　

ア
ト
リ
エM

oM
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
は
、
桃
の
節
句
に
合
わ
せ
て
、

つ
る
し
雛
の
展
示
や
詩
の
朗
読
、

炊
き
出
し
な
ど
を
行
い
ま
す
。

▽
日
時　

三
月
三
日(

土)

午
前

十
時
～
午
後
三
時

▽
会
場　

竹
駒
コ
ミ
セ
ン

　

詳
し
く
は
、
ア
ト
リ
エM

oM
o

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
村
田(

☎
５
４
ー

３
５
２
３)

ま
で
。

information

お知らせコーナー

information

お知らせコーナー

自
衛
隊
岩
手
地
方
協
力
本
部
か
ら

自
衛
官
募
集
の
お
知
ら
せ

申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
二
十
四
年
度
各
種
検
診

慎
重
に
処
理
を

ま
き
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
焼
却
灰

企
業
研
究
会
か
ら

じ
ょ
ぶ
☆
な
び
☆
広
場
開
催

陸
前
高
田
斎
苑
か
ら

動
物
炉
休
止
の
お
知
ら
せ

県
土
地
家
屋
調
査
士
会
か
ら

無
料
相
談
所
を
開
設

森
林
を
伐
採
す
る
際
は

「
伐
採
届
」
の
提
出
を

３
月
３
日
に
開
催
し
ま
す

「
つ
な
い
で
、
つ
な
げ
て
、
ひ
な
ま
つ
り
」
開
催



⑦

２月２２日 ( 水 )　市役所第３仮庁舎　午前１０時３０分～午後３時３０分

紙 上 年 金 教 室紙 上 年 金 教 室

平成２４年３月

社会保険相談日程

　東日本大震災により被災した人は、現在、医療機関などを受診した際に支払う一部負担金等が、医療

保険者が発行した「一部負担金等免除証明書」( 以下「免除証明書」) を医療機関などに提示することに

より支払いが免除されています。

　この免除の措置が９月３０日まで延長されることになりました。( ただし、入院時の食事療養費などと

療養費（※）にかかる免除は２月２９日で終了します ) 現在使用している免除証明書は、医療機関が終期

を「９月３０日まで」と読み替えますので、そのまま使用してください。

▽変更になる点

○一部負担金の免除の終期　２月２９日　→　９月３０日

○入院時の食事療養および生活療養にかかる標準負担額の免除

厚生労働大臣が定める日　→　２月２９日

▽医療費の負担が免除になる人

①住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした人

②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った人

③主たる生計維持者が行方不明である人

④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した人

⑤主たる生計維持者が失職し現在収入がない人

⑥福島第一原発周辺の居住者で、政府の避難指示などの対象である人

　国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険の免除期間の延長措置は、加入している医療保険

者に問い合わせください。

　詳しくは、健康推進課国保係 ( 内線１４０、１４１) まで。

●確定申告に必要な源泉徴収票

は届いていますか？

　厚生年金・国民年金の「老

齢年金」など、老齢 ( 退職 ) を

支給事由とする公的年金は、税

法上「雑所得」として所得税お

よび住民税の課税対象となりま

す。

　これらのうち「老齢年金」の

額が１０８万円以上 ( ６５歳以

上の人は１５８万円以上 ) の人

については、所得税を源泉徴収

することになっています。

　日本年金機構では、平成２３

年１月から１２月中に「老齢年

金」を受け取っている人全員に

平成２４年１月までに源泉徴収

票を送付しています。

　源泉徴収票は、年金以外に所

得があり確定申告をするとき

や、源泉徴収の還付申告をする

ときに添付する必要があります。

　もし、源泉徴収票を紛失し

た場合は再交付ができますの

で、一関年金事務所または年金

ダイヤル ( ☎０５７０－０５－

１１６５)まで申し出てください。

　なお、「障害年金」や「遺族

年金」については非課税ですの

で、源泉徴収票の送付はありま

せん。

●遺族基礎年金の請求について

　遺族基礎年金は、次のいずれ

かの人が亡くなったときに、そ

の人によって生計を維持されて

いた「子のある妻」または「子」

に支給されます。（ここでいう

「子」とは、１８歳到達年度の

末日までの人、もしくは２０歳

で１級・２級の障害の状態にあ

る人をいいます）

１　国民年金の被保険者

２　国民年金の被保険者であっ

た人で、日本国内に住所がある

６０歳以上６５歳未満の人

３　老齢基礎年金の受給権者、

または受給資格期間を満たして

いる人

　ただし、１、２の場合は、死

亡月の前々月までの被保険者期

間のうち、保険料納付済期間と

免除期間を合わせた期間が３分

の２以上必要となります。　

詳しくは、市民環境課 ( 内線

１２１・１３１) または一関年

金事務所 ( ☎０１９１－２３－

４２４６) まで。

国民健康保険・後期高齢者医療保険

被災した人の医療費免除措置は９月３０日まで延長被災した人の医療費免除措置は９月３０日まで延長

（※）療養費とは、やむを得ず保

険証をもたずに医療機関を受診

した際や、柔道整復師などでの

施術医師が認めた治療用装具を

作成した場合などです。

源泉徴収票の確認と遺族基礎年金の請求を



町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

１５日（木）

２１日（水）

　６日（火）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　８日（木）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

　８日（木）

１４日（水）

２７日（火）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　９日（金）

　１日（木）

　７日（水）

２４日（土）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

３月　７日

（水）

３月１４日

（水）

３月２１日

（水）

３月２８日

（水）

町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

１５日（木）

２１日（水）

　６日（火）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　８日（木）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

　８日（木）

１４日（水）

２７日（火）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　９日（金）

　１日（木）

　７日（水）

２４日（土）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

３月　７日

（水）

３月１４日

（水）

３月２１日

（水）

３月２８日

（水）

町名 収集行政区

２区～７区

８区～１４区

１区、１５区、１６区

全域

全域

４区

１区～３区、５区、６区

７区～９区

１０区～１４区

１区～３区、１７区

４区、５区、１６区

６区～８区

９区、１１区、１２区甲乙

１０区、１３区～１５区

１区～５区甲乙

６区甲乙～１１区

１区～７区

８区～１０区

１２区、１３区

１区～３区、１１区、１４区、１５区

４区～７区

８区～１０区

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

１５日（木）

２１日（水）

　６日（火）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　８日（木）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

　８日（木）

１４日（水）

２７日（火）

　９日（金）

１９日（月）

２４日（土）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

　７日（水）

　１日（木）

　１日（木）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１４日（水）

　８日（木）

　９日（金）

　１日（木）

　７日（水）

２４日（土）

　２日（金）

１２日（月）

１３日（火）

１９日（月）

２４日（土）

２１日（水）

１５日（木）

１６日（金）

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

２２日（木）

２２日（木）

２３日（金）

　５日（月）

　６日（火）

矢　作

横　田

竹　駒

気　仙

高　田

米　崎

小　友

広　田

燃えないごみ 空きびん 新聞・チラシ
雑誌・段ボール 矢作１～１６区

横田１～８区

竹駒１～７区

気仙１～１４区

高田１～５区と１６区

高田６～１５区と１７区

米崎１～１１区

小友１～１０区

広田１～１５区

（水）（土）

（火）（金）

（火）（金）

（水）（土）

（月）（木）

（火）（金）

（火）（金）

（月）（木）

（月）（木）

竹駒小学校

小友小学校・小友中学校

小友保育所

高田小学校

希望ヶ丘病院

矢作小学校 ( 体育館脇 )    

長部小・気仙小学校（学校裏体育館付近）

横田小学校

横田保育園

米崎小学校

広田小学校･広田中学校

広田保育園

場　　　　所

１４：３０～１４：５０

１５：１０～１５：４０

１４：００～１４：３０

１５：００～１５：３０

１４：３０～１４：５５

１５：１０～１５：４０

１４：３０～１５：００

１５：２０～１５：４０

１６：００～１６：２０

米崎保育園・高田保育所

モビリア仮設住宅 (仮設店舗付近 ) 

 

矢作保育所・阿部商店前

石橋屋商店（生出地区）

下矢作保育園

スポーツドーム仮設住宅

長部保育所

米崎中学校仮設住宅

米崎中学校（米崎小）

時　　間 場　　　　所

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：５０～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１１：００～１１：３０

１３：１０～１３：４０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

１０：２０～１０：５０

１３：１０～１３：４０

１３：４５～１４：１０

時　　間期　日

３月　７日

（水）

３月１４日

（水）

３月２１日

（水）

３月２８日

（水）
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　指定ごみ袋などには行政区と世帯主の氏名を記入し、当日の朝 8 時

30 分までに集積場所に出してください。

・仮設住宅に住んでいる人

は、仮設住宅専用の集積場

所に出してください。

　学校専用の集積場所など

には出さないでください。

・布団やブルーシートを出

す際は、小さくたたんで、

丈夫なひもでしばって出し

てください。

・段ボールは５０㎝×６０

㎝以内の大きさにして、紙

ひもでしばって出してくだ

さい。

・ごみを多量に出す場合は、

清掃センターに直接持ち込

んでください。

●ごみは指定の袋で出すようにしてください。

●清掃センターでは、事業者から出る発泡スチロールやＰＰバンドに

　ついては受け入れしませんので、持ち込まないようにしてください。

●庭先や空き地での家庭ごみの焼却は禁止されています。

　詳しくは、市民環境課環境安全係（内線１３０）まで

※天候、道路状況などにより巡回時間に遅れる場合や、停車場所を周辺に移動する場合があります。また、

悪天候などにより巡回を中止する場合があります。

※４月の日程はあらためてお知らせします。

　詳しくは、生涯学習課 ( 内線３０３) まで。

３月の移動図書館車「やまびこ号」は
図書回収作業となります。移動図書館車「やまびこ号」３月運行案内

燃えないごみ・空きびん・新聞・チラシほか収集日

移動図書館車「やまびこ号」３月運行案内

燃えるごみ収集日

※祝日は収集しません。

ごみを出す際の注意

３月のごみ収集日について３月のごみ収集日について

移動図書館車「やまびこ号」３月運行案内

ごみを出す際の注意


